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の一部を次のように改正する。 

第９条第１項第１号中「前年度分」を「当該年度分（４月から８月までにあ

っては、前年度分。以下同じ。）」に改め、同項第２号中「前年分の所得税非

課税世帯」を「当該年度分の市町村民税の額が均等割の額のみの世帯」に改め、

同項第３号中「前年分の所得税額が９，４００円未満の世帯」を「当該年度分 

の市町村民税の所得割の額が１４，２００円未満の世帯」に改め、同条第２項

第１号中「前年度分」を「当該年度分」に改め、同項第２号中「前年分の所得

税非課税世帯」を「当該年度分の市町村民税の額が均等割の額のみの世帯」に

改め、同項第３号中「前年分の所得税額が９，４００円未満の世帯」を「当該

年度分の市町村民税の所得割の額が１４，２００円未満の世帯」に改め、同条

第３項を次のように改める。 

３ 前２項において、「均等割の額」とは、地方税法（昭和２５年法律第２２ 

６号）第２９２条第１項第１号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」 

とは、同項第２号に規定する所得割（同法第３２８条の規定によって課する

所得割を除く。）の額（同法第３１８条に規定する市町村民税の賦課期日に

おいて指定都市（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１９

第１項の指定都市をいう。以下同じ。）の区域内に住所を有する者にあって

は、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして計算した額

とし、地方税法第３１４条の７から第３１４条の９まで並びに同法附則第５

条第３項、附則第５条の４第６項、附則第５条の４の２第５項、附則第５条

の５第２項、附則第７条の２第４項及び第５項、附則第７条の３第２項並び

に附則第４５条の規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額

を加算した額）をいう。ただし、同法第３２３条に規定する市町村民税の減

免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して

得た額を所得割の額又は均等割の額とする。 



附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、令和５年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公

示の日から施行する。 

 （準備行為） 

２ この告示による改正後の野田市放課後児童健全育成事業実施要綱（以下「

新要綱」という。）第９条の規定による費用負担額の減免に関し必要な手続

その他の行為は、この告示の施行前においても、同条の規定の例により行う

ことができる。 

（経過措置） 

３ この告示の施行の際現にこの告示による改正前の野田市放課後児童健全育

成事業実施要綱第９条の規定による費用負担額の減免を受けている保護者で

同条の規定の適用に当たり「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等（厚生

労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。）に係る取扱いについて」 

（平成２３年７月１５日雇児発０７１５第１号。厚生労働省雇用均等・児童

家庭局長通知）（以下この項において単に「局長通知」という。）の規定の

適用を受けているものであってその児童が継続して事業を利用しているもの

に係る令和８年３月分までの費用負担額の減免については、新要綱第９条の

規定の適用に当たり、局長通知の規定を適用する。 

４ 新要綱第９条の規定は、令和５年４月以後の月分の費用負担額の減免につ

いて適用し、同月前の月分の費用負担額の減免については、なお従前の例に

よる。 

 


